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電気通信事業政策部会・ユニバーサルサービス政策委員会合同ヒアリング 

消費者団体からの意見～３．１１東日本大震災当日の状況から～ 

 

東京消費者団体連絡センター事務局長  矢野 洋子 

 

１．発災時（１４：４６～１６：３０頃） 

「東京都生活協同組合連合会創立６０周年記念レセプション」（開会１６：００）の準備中 

    会場～京王プラザホテル４階（新宿） 

 ＜主催者の動き＞ 

・レセプション中止の連絡 

 ⇒①ホテル内公衆電話（４階設置）より、事務所（中野）に連絡し、対応を指示。 

  ②ホテルにかかってきた問い合わせには、４階内線電話で対応。 

 ＜各自の動き＞ 

・家族等への安否確認連絡 

⇒携帯つながらず（＊ＰＨＳは当初つながる）、何度も試みた後、ホテル内公衆電話で連絡。 

２． ホテル退去後（１６：３０頃～２０：００頃） 

飲食店等で待機後、事務所に戻る（徒歩）、自宅等に帰る（バス、地下鉄、徒歩） 

 【公衆電話や携帯の利用】 

・宿泊の問い合わせ（ホテルや親戚・知り合い等へ）  

・安否確認や連絡（家族、被災地の親族等） 

＊ テレビ等で状況がつかめ始め、行動判断に役立つ。   

（被災の状況、交通機関の運行状況等の情報が、待機・帰宅・いつ頃から動くなどの判断へ） 

３． 事務所に移動（２０：３０頃～２１：３０頃） 

青梅街道は帰宅困難者の移動であふれる。 

＊ 途中の警察署、スーパー、コンビニ等のトイレ利用、公衆電話、情報提供（周辺地図、交通機関の

運行状況など）は役立った。 

４． 事務所は簡単なエイドステーションを設置（中野通り沿い） 

トイレ・飲料水・一時休憩場所の提供、簡単な応急救護、情報提供、声かけ等（東京都生協連

は毎年「首都圏統一帰宅困難者対応訓練」に参加、事務所に緊急無線機・緊急地震速報受信機有） 

● まとめ 

① 公衆電話の役立ち度は高いが、コストバランスも必要。 

② 災害時帰宅支援ステーション（９都県市で１万６千箇所）に、基準（距離や人口密集度など）

を設け、特設公衆電話の設置を。 

③ 通信事業者設定の災害時安否確認ツール（「災害伝言ダイヤル」１７１や携帯電話「災害伝言

板」など）の更なる周知と活用が進む方策づくり。   ＊今回十分活用されず。 

④ 情報提供の充実（ソーシャルメディアの活用含め）が、行動判断に役立ち、無理な行動の抑制

につながる。 

  ＜参考資料＞○東京都「東日本における東京都の対応と教訓」（2011．９）より『10．情報通

信の確保に向けた対策』  ○東京都「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」締結状況一

覧と支援ステーションステッカー  ○東京消費者団体連絡センターについて 







２０１１年７月１１日現在 

東京消費者団体連絡センターについて 

 

＜設立＞  １９８５年４月 

 

＜目的＞  消費者のいのちとくらしをまもり、消費者の権利を確立するために、都内消費者団

体の日常的連携をつよめ、東京における消費者運動を前進させることを目的として

います。 

 

＜参加団体＞１９団体（全国域３、都域５、地域５、生協６） 

      NPO 法人東京都地域婦人団体連盟、主婦連合会､東京都地域消費者団体連絡会、新日本

婦人の会東京都本部、消費科学連合会、東京地方労働組合評議会、東京借地借家人組合

連合会、東京多摩公団住宅自治会協議会、東京都生活協同組合連合会、生活協同組合コ

ープとうきょう､生活協同組合パルシステム東京、東都生活協同組合、生活クラブ生活

協同組合・東京、東京南部生活協同組合、葛飾区消費者団体連合会、大田区消費者団体

連絡協議会、羽村市消費生活センター運営委員会、多摩のくらしを考えるコンシューマ

ーズ・ネットワーク、（社）栄養改善普及会全国誌友会、 

        

＜主な活動＞・消費者行政の充実強化に向けた取り組み  

    （東京都予算への要望、行政等への意見提出、審議会等への参画など） 

・ 消費者問題についての学習･運動 

（2002～04 東京都食品安全条例制定に向けての請願運動、2005～06 東京都消費生活条

例改正に向けて悪質事業者への規制強化を求めた活動など）  

・参加団体との活動・情報交流 

・関係団体や組織への参加(全国消団連、消費者機構日本、東京都消費者月間団体

連絡会議、TOKYO 消費者行政充実ねっと、グリーンコンシューマー東京ネット、東

京食育推進ネットワーク、東京米消費拡大推進連絡会、東京米粉普及推進連絡会)  

・ その他特徴的取組(08 年度は｢悪質な訪問販売お断り！｣シールの取組、09 年度は

「ヒヤリ・ハット」アンケート活動、 

10・11 年度に区市町村消費者行政調査)   

 

＜発行物＞ ｢連絡センター通信｣（年２～３回） 
＜運営＞ ・定例会（８･１０月を除く毎月原則第２金曜日） 

・定例会にて、代表委員（7名）と事務局長を選任、監事（2名）を選出。 

＊代表委員は、定例会運営等について必要に応じて会合を持つ。 
＜連絡先＞ 東京消費者団体連絡センター 

〒164-0011 東京都中野区中央 5-41-18 東京都生協連会館内       

     Tel：03(3383)7991   Fax：03(3383)7840  

＊ホームページ http://www.coop-toren.or.jp/14/index.html 
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